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 １ 再犯者数及び再犯者率 

この１０年間（平成 21 年～30 年）で，本市における刑法犯の検挙総数（市内警察署で

検挙された者）は，およそ半分（5,552 件⇒2,796 件 49.6％減）となり，再犯者数も減少

（2,402 件⇒1,449 件 39.7％減）しているが，初犯者の減少ほど再犯者が減少していな

いため，再犯者率（検挙者に占める再犯者の割合）は増加（43.3％⇒51.8％ 8.5 ポイン

ト増）している。【図１】 

なお，本市の再犯者率は，国（48.8%）よりも高い傾向にあり，再犯防止に取り組む必

要性は高い。【図２】 

 

【図１】再犯者数と再犯者率の推移（本市域（市内警察署検挙分）の刑法犯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２】再犯者数と再犯者率の推移（国全体の刑法犯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

また，刑法犯以外の犯罪である特別法犯（覚せい剤取締法，大麻取締法，迷惑防止条例

等）の再犯者数及び再犯者率についても，再犯者の減少が少なく，再犯者率が増加してお

り，再犯防止の取組が必要である。【図３】 

 

【図３】再犯者数と再犯者率の推移（本市域（市内警察署検挙分）の特別法犯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図４】再犯者数と再犯者率の推移（本市域の刑法犯と特別法犯の合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 本市の再犯に関する現状 

資料５ 



 

 ２ 再犯者の罪名 

本市の刑法犯における再犯者の罪名は，窃盗犯が過半数（50.7％）を占めている。また，

特別法犯における再犯者の罪名は，覚せい剤取締法違反（34.3％）が最も多く，再犯者率

は，覚せい剤取締法違反（92.0％），大麻取締法違反（58.5％）の検挙者が高い状況にあ

り，依存症に陥った薬物事犯者の更生の困難性を示している。 

このため，薬物依存やその他困難を抱えた人の再犯防止のためには，刑事司法の段階

における指導・支援に加え，出所後における医療・保健・福祉機関・民間支援団体等によ

る地域社会の中での継続的な支援が求められる。 

【刑法犯】罪種別再犯状況（市内警察署検挙分，平成３０年） 

 総数 うち再犯者 再犯者率 
総数に占める

割合（再犯） 

凶悪犯 ５３ ２８ ５２．８％  １．９％ 

粗暴犯 ６２３ ３４５ ５５．４％ ２３．８％ 

窃盗犯 １，４０８ ７３５ ５２．２％ ５０．７％ 

知能犯 １９４ １１９ ６１．３％  ８．２％ 

風俗犯 １０６ ４４ ４１．５％  ３．０％ 

その他 ４１２ １７８ ４３．２％ １２．３％ 

総数 ２，７９６ １，４４９ ５１．８％ - 

   ※ 凶悪犯…殺人，強盗，放火，強制性交等 
   ※ 粗暴犯…暴行，傷害，脅迫，恐喝 
   ※ 窃盗犯…侵入窃盗，非侵入窃盗，乗り物盗 
   ※ 知能犯…詐欺，横領，文書偽造，支払用カード偽造，有価証券偽造，印章偽造 
   ※ 風俗犯…賭博，強制わいせつ，公然わいせつ，わいせつ物頒布等 
   ※ その他…公務執行妨害，住居侵入，器物損壊等 

【特別法犯】違反法令別再犯状況（市内警察署検挙分，平成３０年） 

 総数 うち再犯者 再犯者率 
総数に占める

割合（再犯） 

覚せい剤取締法 １５０ １３８ ９２．０％ ３４．３％ 

迷惑防止条例 １４１ ５７ ４０．４％ １４．２％ 

大麻取締法 ６５ ３８ ５８．５％ ９．５％ 

軽犯罪法 ８８ ３５ ３９．８％ ８．７％ 

廃棄物の処理及

び清掃に関する

法律 

８１ ３４ ４２．０％ ８．５％ 

銃砲刀剣類所持

等取締法 
４６ ２３ ５０．０％ ５．８％ 

その他 ２４５ ７７ ３１．４％ １９．２％ 

総数 ８１６ ４０２ ４９．７％ - 

   ※ 迷惑防止条例…粗暴行為，卑わいな行為等 

 

 

 

３ 犯罪時就業状況別の再犯状況 

本市の刑法犯における再犯者に占める無職の人の割合は６０.３％と高く，特別法犯に

おいては，被雇用者・勤め人が４３．８％，無職の人が４２．５％となっており，無職の

人は，いずれも高い割合を占めている＜平成 30 年＞。 

無職の人の再犯が多い状況を踏まえると，再犯防止のために就労の果たす役割は大き

い。一方，刑務所出所者等の就労に当たっては対象者の前歴等から困難があるため，就労

支援の取組が必要である。 

【刑法犯】犯行時就業状況別再犯状況（市内警察署検挙分，平成３０年） 

 総数 初犯者 再犯者 
総数に占める

割合（再犯） 

自営業・家族従業者 ２３２ ９０ １４２  ９．８％ 

被雇用者・勤め人 ９６４ ５３１ ４３３ ２９．９％ 

無職 １，６００ ７２６ ８７４ ６０．３％ 

合計 ２，７９６ １，３４７ １，４４９ - 

  ※ 被雇用者・勤め人…労務作業者，サービス業事業者，技能工，通信運輸従事等 
  ※ 無職…無職者，学生・生徒等 

【特別法犯】犯行時就業状況別再犯状況（市内警察署検挙分，平成３０年） 

 総数 初犯者 再犯者 
総数に占める

割合（再犯） 

自営業・家族従業者 １０７ ５２ ５５ １３．７％ 

被雇用者・勤め人 ３９２ ２１６ １７６ ４３．８％ 

無職 ３１７ １４６ １７１ ４２．５％ 

合計 ８１６ ４１４ ４０２ - 

  ※被雇用者・勤め人…労務作業者，サービス業事業者，技能工，通信運輸従事等 
  ※無職…無職者，学生・生徒等 

 

 

  



 

 ４ 年齢別の再犯状況 

本市の刑法犯における再犯者率は，５０歳代（60.5％），６０歳代（61.1％）が高く，

３０歳代以上の年代のすべてで５０％を超えている。特別法犯においては，５０歳代

（61.8％），７０歳以上（62.2％）が高く，４０歳代以上の年代のすべてで，再犯者率が

５０％を超えている。刑法犯，特別法犯ともに高い年代での再犯者率が高い状況がみら

れる。＜平成 30 年＞。 

また，再犯者における高齢者の割合は，この１０年間（平成 21～30 年）で，刑法犯は

８．１ポイント（15.4％⇒23.5％），特別法犯は３．８ポイント（7.4％⇒11.2％）増加し

ている。 

国の統計においても，高齢者の仮釈放率が低い傾向が見られ，その背景には適当な帰

住先のない人が増加していることが伺われる等，高齢等により自立した生活が困難な人

の出所後の生活基盤の確保に向けた取組が必要である。 

【刑法犯】年齢別再犯状況（市内警察署検挙分，平成３０年） 

 総数 初犯者 再犯者 再犯者率 

１４歳～１９歳 ３３７ ２０３ １３４ ３９．８％ 

２０歳～２９歳 ５３１ ２９６ ２３５ ４４．３％ 

３０歳～３９歳 ３６９ １６４ ２０５ ５５．６％ 

４０歳～４９歳 ４３７ ２０２ ２３５ ５３．８％ 

５０歳～５９歳 ３６２ １４３ ２１９ ６０．５％ 

６０歳～６９歳 ２８８ １１２ １７６ ６１．１％ 

７０歳以上 ４７２ ２２７ ２４５ ５１．９％ 

合計 ２，７９６ １，３４７ １，４４９ ５１．８％ 

【特別法犯】年齢別再犯状況（市内警察署検挙分，平成３０年） 

 総数 初犯者 再犯者 再犯者率 

１４歳～１９歳 ８０ ５５ ２５ ３１．３％ 

２０歳～２９歳 ２０１ １２０ ８１ ４０．３％ 

３０歳～３９歳 １６５ ８８ ７７ ４６．７％ 

４０歳～４９歳 １６３ ６７ ９６ ５８．９％ 

５０歳～５９歳 １０２ ３９ ６３ ６１．８％ 

６０歳～６９歳 ６０ ２８ ３２ ５３．３％ 

７０歳以上 ４５ １７ ２８ ６２．２％ 

合計 ８１６ ４１４ ４０２ ４９．３％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【刑法犯】再犯者に占める高齢者の割合（市内警察署検挙分） 

 再犯者総数 

（A） 

うち 65～69 歳 

（B） 

うち 70 歳以上 

（C） 

高齢者率 

（B＋C）/A 

平成２１年 ２，４０２ １６１ ２１０ １５．４％ 

平成２２年 ２，４１８ １６２ ２３９ １６．６％ 

平成２３年 ２，２９１ １３８ ２６２ １７．５％ 

平成２４年 ２，２１５ １４６ ２７３ １８．９％ 

平成２５年 １，９２７ １０７ ２２４ １７．２％ 

平成２６年 １，８３３ ９８ ２２９ １７．８％ 

平成２７年 １，４８３ ９８ １５０ １６．７％ 

平成２８年 １，４５７ １０４ １７９ １９．４％ 

平成２９年 １，５６３ １１８ ２３１ ２２．３％ 

平成３０年 １，４４９ ９５ ２４５ ２３．５％ 

【特別法犯】再犯者に占める高齢者の割合（市内警察署検挙分） 

 再犯者総数 

（A） 

うち 65～69 歳 

（B） 

うち 70 歳以上 

（C） 

高齢者率 

（B＋C）/A 

平成２１年 ４３０ ２１ １１  ７．４％ 

平成２２年 ４６５ ２０ １１  ６．７％ 

平成２３年 ４８３ １０ １８  ５．８％ 

平成２４年 ４７４ １２ １３  ５．３％ 

平成２５年 ４６７ １９ １７  ７．７％ 

平成２６年 ４７４ １８ ２１  ８．２％ 

平成２７年 ４７０ １４ １７  ６．６％ 

平成２８年 ４４２ ２１ ２５ １０．４％ 

平成２９年 ３９７ １７ １７  ８．６％ 

平成３０年 ４０２ １７ ２８ １１．２％ 

 

 

  

 

 

  

 

 


